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告    示 
 

那覇市告示第５８号 

平成１７年９月７日 

掲 示 済 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

（別紙略） 
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那覇市告示第５９号 

平成１７年 9 月 9 日 

掲 示 済 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

（別紙略） 

 

 

 

 

 

那覇市告示第６４号 

平成１７年９月３０日 

掲 示 済 

 

特例居宅サービス費等及び特例特定入所者サービス費等の支給額について

（ちゃーがんじゅう課） 
 

 介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号。以下「法」という。）第４２

条第２項、第４7 条第２項、第４９条第２項、第５４条第２項、第５９条第２項、

第５１条の３第２項、第６１条の３第２項の規定に基づく支給額については、次の

とおりとする。 

 なお、本告示についての施行期日は平成１７年１０月１日とする。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

 

 

１（特例居宅サービス費等の支給額） 

     

（１）法第４２条第２項、第４９条第２項及び第５４条第２項に規定する市町村

が定める額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の１００

分の９０に相当する額とする。 

（２）法第４7 条第２項及び法第５９条第２項に規定する市町村が定める額は、

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。 
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２（特例特定入所者サービス費等の支給額） 

     

  法第５１条の３第２項及び第６１条の３第２項に規定する市町村が定める額は、

法第５２条の２第２項第１号食費の基準費用額及び法第５１条の２第２項第２

号居住費の基準費用額又は法第６１条の２第２項第２号の滞在費の基準費用額

から各々の負担限度額を控除した額の合計額とする。ただし、施設において設定

する食費及び居住費又は滞在費の額が基準費用額を下回る場合は、施設において

設定した額から各々の負担限度額を控除した額の合計額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公    告 
 

那覇市公告第６７号 

平成１７年 9 月 15 日 

掲 示 済 

 

都市公園の設置及び供用開始について（公園管理室） 
 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）２条の２及び都市公園法施行令（昭和３

１年政令第２９０号）第９条に基づき、下記のとおり公園を設置し供用を開始する。 

 その関係図書は、公告と同時に那覇市建設管理部都市施設管理センター公園管理

室において一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

 

記 
 

 

 公園の名称      石嶺ちびっこ公園 

 公園の位置      那覇市首里石嶺町４丁目243番 4 

 公園の区域      別紙参考図のとおり 

 供用開始の期日    平成１７年９月２５日 
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那覇市公告第７０号 

平成１７年 9 月２０日 

掲 示 済 

 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 
 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住民

基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第４項の規定により公示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

（別紙省略） 

 

 

 

 

 

那覇市公告第７５号 

平成１７年 9 月２６日 

掲 示 済 

 

モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業（南地区）規準及び事業

計画縦覧の公告について（都市再開発課） 
 

都市再開発法第５０条の６、同法第１６条及び同法施行令第3条の規定にもとづ

き、下記事業に係わる図書を公衆の縦覧に供します。 

なお、当事業予定地内又は隣接地に権利を有する者及び特定事業参加者等、関係

権利者は、縦覧に供された下記の図書について意見があるときは、縦覧期間満了日

の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、沖縄県知事に意見書を提出す

ることができます。但し、都市計画において定められた事項を除きます。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

 

記 
 

１ 名 称：モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業（南地区） 

２ 図 書：規準、事業計画 

３ 縦覧場所：那覇市都市計画部 都市再開発課 
（那覇市銘苅 2-3-1 新都心銘苅庁舎５階） 

４ 電話番号：０９８－９５１－３２４８ 

５ 縦覧機関：平成17年９月26日(月)から平成17年 10月 11日(火)まで 
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６ 意見書の 
提出期間：平成17年 10月 12日(水)から平成17年 10月 26日(水)まで 

(午前8時30分から午後5時15分まで、ただし、土、日、祝祭日を除く。) 

 

※ 意見書の提出は当事業予定地内又は隣接地に権利を有する者及び特定事業参加

者に限られます。 

 

 

 

 

 

那覇市公告第７８号 

平成１７年 10 月 3 日 

 

指定管理者の指定申請について（こども課） 
 

 平成18年４月1日からの那覇市古波蔵児童館の管理を行う社会福祉法人その他の

団体を、次のとおり募集いたします。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 名称及び位置 

名 称  那覇市古波蔵児童館 

位 置  那覇市古波蔵4丁目7番7号「那覇市古波蔵ふれあい館３階」 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

   那覇市児童館及び児童遊園条例第14条及び第16条に定めるもののほか、詳 

細については那覇市古波蔵児童館指定管理者募集要項のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  平成18年４月１日から平成23年 3月 31日（５年） 

 

４ 指定申請の方法 

 (1) 指定申請書、募集要項の配布及び提出場所 

   〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 

   那覇市役所２階 こども課 育成グループ 

   ＴＥＬ ０９８－８６７－０１１１（内線２４５４） 

   ＴＥＬ ０９８－８６１－６９０３（直通） 

   ＦＡＸ ０９８－８６２－９６６９ 

 

 (2) 提出書類 

① 那覇市児童館指定管理者指定申請書 

② 定款又は寄附行為（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

③ 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書 

④ 役員の名簿及び履歴書 
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⑤ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

⑥ 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における期末の財産目録及

び収支決算書 

⑦ 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 

⑧ 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の児童館の管理に係る事業

計画書及び収支予算書 

⑨ 納税証明書 

  ア 法人の場合は、直近３ヵ年の法人税、消費税、法人市民税（完納証明書）。 

設立1年未満の場合は、代表者の納税証明書 

   イ その他団体の場合は、代表者の納税証明書(法人税、消費税、市税等) 

⑩ その他市長が必要と認める書類 

 

 (3) 指定申請書及び募集要項の配布期間 

   平成17年 10月３日（月）から10月 21日（金）まで 

   午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

 (4) 申請書類の受付期間 

   平成17年 10月 11日（火）から10月 28日（金）まで 

   午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

 (5) 提出方法 

    指定管理者指定申請書のほか、必要書類にデータを入力したフロッピーを

添えて持参してください。 

（郵送、ＦＡＸによる提出はできません。） 

 

５ 問い合わせ先 

  〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 

  那覇市健康福祉部 こども課 育成グループ（那覇市役所２階） 

  ＴＥＬ ０９８－８６７－０１１１（内線２４５４） 

  ＴＥＬ ０９８－８６１－６９０３（直通） 

  ＦＡＸ ０９８－８６２－９６６９ 

 

 

 

 

 

那覇市公告第７９号 

平成１７年 10 月 3 日 

 

指定管理者の指定申請について（健康推進課） 
 

 那覇市精神障害者地域生活支援センターの管理を行う法人その他の団体を、次の

とおり募集します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 
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１ 名称及び位置 

  名 称   那覇市精神障害者地域生活支援センター 

  位 置   那覇市古波蔵４丁目７番７号 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市精神障害者地域生活支援センター条例第10条及び12条に定めるもののほ

か、詳細については那覇市精神障害者地域生活支援センター指定管理者募集要項

のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  平成18年４月１日から平成23年３月31日まで 

 

４ 指定申請の方法 

 (1) 指定申請書、募集要項の配布及び提出場所 

    那覇市健康福祉部健康推進課精神福祉グループ（本庁５階５番窓口） 

    〒900-8585  那覇市泉崎１丁目1番1号 

    電話 098-862-9016  FAX 098-862-4266 

 (2) 提出書類 

① 指定申請書（那覇市精神障害者地域生活支援センター条例施行規則別記様

式） 

② 指定申請書添付書類 

・ 事業計画書 
・ 定款または寄付行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

・ 法人にあっては法人の登記事項に係る証明書 

・ 役員の名簿及び履歴書 
・ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

・ 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における期末の財産目録 

及び収支決算書（損益計算書、貸借対照表含む） 

・ 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 

・ 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度のセンターの管理に係る 

事業計画書及び収支予算書 

③ その他の必要書類 

・ 法人概要 

・ 各納税証明書 

「法人税」、「消費税」、「市町村税（完納証明書）」   

  

５ 指定申請書及び募集要項の配布期間 

  平成17年 10月 3日（月）から平成17年 10月 21日（金） 

  午前９時から午後５時まで。ただし、土曜、日曜及び祝日を除く。 

 

６ 指定申請の受付期間 

  平成17年 10月 14日（金）から平成17年 10月 28日（金） 

  午前９時から午後５時まで。ただし、土曜、日曜を除く。 
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７ 提出方法 

  指定管理者指定申請書のほか、必要書類を那覇市健康推進課精神福祉グループ

担当宛に直接、ご持参ください。 

 

８ 問い合わせ先 

  那覇市役所健康福祉部健康推進課精神福祉グループ  担当 宮里 

  〒900-8585  那覇市泉崎１丁目1番1号 （本庁５階 ５番窓口） 

  電話 098-862-9016  FAX 098-862-4266 

 

 

 

 

 

 

那覇市公告第８０号 

平成１７年 10 月 3 日 

 

指定管理者の指定申請について（商工振興課） 
 

 平成18年４月1日からの那覇市ＩＴ創造館の管理を行う市内に登記上の本店を有

する法人又は法人で構成する共同企業体を、次のとおり募集いたします。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

 

１ 名称及び位置 

名 称  那覇市ＩＴ創造館 

位 置  那覇市銘苅２丁目３番６号 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

   那覇市ＩＴ創造館条例第２０条に定めるもののほか、詳細については那覇市

ＩＴ創造館指定管理者募集要項及び業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  平成18年４月１日から平成21年３月31日（３年） 

 

４ 指定申請の方法 

 (1) 指定申請書、募集要項の配布及び提出場所 

   〒９００－０００４ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

   銘苅新都心庁舎２階 商工振興課 企業立地推進班 

   ＴＥＬ ０９８－９５１－３２１２ 

   ＦＡＸ ０９８－９５１－３２１３ 
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 (2) 提出書類 

① 那覇市ＩＴ創造館指定管理者指定申請書 

② 定款又は寄附行為（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

③ 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書 

④ 役員の名簿及び履歴書 

⑤ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

⑥ 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における期末の財産目録及

び収支決算書 

⑦ 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 

⑧ 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の那覇市ＩＴ創造館の管理

に係る事業計画書及び収支予算書 

⑨ 納税証明書 

ア 法人の場合は、直近３ヵ年の市税の完納証明書。設立1年未満の場合は、

代表者の直近３ヵ年の市税の完納証明書。 

イ 法人で構成する共同企業体の場合は、共同企業体全構成員の直近３ヵ年

の市税の完納証明書。 

⑩ その他市長が必要と認める書類 

 

 (3) 指定申請書及び募集要項の配布期間 

   平成17年 10月３日（月）から10月 21日（金）まで 

   午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

 (4) 申請書類の受付期間 

   平成17年 10月３日（月）から10月 21日（金）まで 

   午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

 (5) 提出方法 

   指定管理者指定申請書のほか、必要書類にデータを入力したフロッピーを 

添えて持参してください。 

（郵送、ＦＡＸによる提出はできません。） 

   

５ 問い合わせ先 

  〒９００－０００４ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

   銘苅新都心庁舎２階 商工振興課 企業立地推進班 

   ＴＥＬ ０９８－９５１－３２１２ 

   ＦＡＸ ０９８－９５１－３２１３ 
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教育委員会告示 
 

那覇市教育委員会告示第４号 

平 成 １ ７ 年 1 0 月 3 日 

 

教育委員会が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこととする行政

手続等に関する告示の一部改正について 
 

 教育委員会が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこととする行政手続

等に関する告示（平成16年度那覇市教育委員会告示第６号）の一部を次のように改

正する。 

 

那覇市教育委員会 

委員長 新 城 洋 子 

 

 

 別表に次のように加える。 

那覇市体育施

設条例施行規

則 

第５条 

第１項 

体育施設使用許可申請

書 

平成17年10

月４日 

行わない 

 

 付 則 

 この告示は、平成17年10月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

教育委員会公告 
 

那覇市教育委員会公告第５号 

平 成 １ ７ 年 1 0 月 3 日 

 

指定管理者の指定申請について 
 

平成18年４月から指定管理者制度を導入する那覇市立森の家みんみんの管理を

行う団体を、次のとおり募集します。 

 

 

那覇市教育委員会 

教育長 仲田美加子 
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１ 名称及び位置 

名称  那覇市立森の家みんみん 

位置  那覇市首里儀保町４丁目７９番地８ （末吉公園内） 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

那覇市立森の家みんみん条例に定めるもののほか、詳細については別に定める 

募集要項のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

平成18年４月１日～平成23年３月31日（５年間） 

 

４ 応募資格 

指定期間中、森の家の管理運営を円滑かつ安定して実施できるＮＰＯ法人及び

法人格を有する団体とし、共同企業体も可とします。 

 

５ 指定申請の方法 

（１）指定申請書、募集要項の配布及び提出場所 

那覇市教育委員会（３階） 生涯学習課 

（２）提出書類 

① 指定管理者指定申請書（第１号様式） 

② 定款又は寄附行為（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類） 

③ 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書 

④ 役員の名簿及び履歴書 

⑤ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

⑥ 平成16年度における期末の財産目録及び収支決算書 

⑦ 平成17年度における事業計画書及び収支予算書 

⑧ 平成18年度～平成22年度（指定管理者の指定の予定期間）における各年度

の森の家の管理に係る事業計画書及び収支予算書 

⑨ その他教育長が必要と認める書類 

（３）指定申請書及び募集要項の配布期間 

平成17年10月３日（月）～10月14日（金） 

午前９時～午後５時 （ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます） 

（４）申請書類の受付期間 

平成17年10月18日（火）～10月28日（金） 

午前９時～午後５時 （ただし、土曜日、日曜日は除きます） 

（５）提出方法 

指定管理者指定申請書のほか、必要書類を添えて持参してください。 

（郵送、ＦＡＸによる提出はできません。） 

 

６ 現地説明会の開催 

森の家の視察及び応募方法、提出書類などについて説明会を開催します。参加

者は法人等の名称及び参加者氏名をあらかじめご連絡ください。 

（１）開催日時：平成17年10月17日（月）午前10時～ （１時間程度） 

（２）開催場所：那覇市立森の家みんみん 

 

 
767 



        那 覇 市 公 報  第１４２０号   2005（平成17）年10月３日 

７ 問い合わせ先 

那覇市教育委員会（３階） 生涯学習課 

〒900-8553 那覇市樋川２丁目８番８号 

電話：853-5769  ＦＡＸ：836-2670 

 

 

 

 

 

選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第４９号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

那覇市農業委員会委員選挙の期日について 
 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規定により、那覇市

農業委員会委員の任期満了による一般選挙を次のとおり行う。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 選 挙 期 日   平成１７年９月２５日 

 

２ 選挙すべき委員数   ６人 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５０号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

投票所について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における投票所につい

て、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用

する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第１項の規定に基づき、次

のとおり定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 
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投 票 所        所 在 地         

那覇市選挙管理委員会 
那覇市銘苅２丁目３番１号 

那覇新都心銘苅庁舎２階 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５１号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

投票所の開閉時刻の繰り下げ・繰り上げについて 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における投票所の開閉

時刻の繰り下げ・繰り上げを農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第１１条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条の規

定に基づき、次のとおり行う。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

 

投 票 所 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

那覇市選挙管理委員会 午前９時 午後４時 

 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５２号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

期日前投票の投票所について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における期日前投票の

投票所は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条におい

て準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２の規定に基づき、

次のとおり定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 
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投 票 所        所 在 地         

那覇市選挙管理委員会 
那覇市銘苅２丁目３番１号 

那覇新都心銘苅庁舎２階 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５３号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

開票事務と選挙会を合同に行うことについて 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用する公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定に基づき、開票の事務は、選挙会

の事務に併せて行う。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５４号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

選挙会の日時及び場所について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における選挙会の日時

及び場所は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条にお

いて準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７８条の規定に基づき、

次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 日 時 平成１７年９月２５日（日）午後４時 

 

２ 場 所 那覇市選挙管理委員会 

       那覇市銘苅２丁目３番１号 那覇新都心銘苅庁舎２階 
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那覇市選挙管理委員会告示第５５号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

投票用紙について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における投票用紙は、農

業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準用する公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４５条の規定に基づき、次のとおりとす

る。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か 
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用紙の色 白色 

文字の色 黒色 

規格  B7 91mm×128mm 

印 影  黒色 

 

 

 

 

 

 

7
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こ
と
。 

投
票 
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那覇市選挙管理委員会告示第５６号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

選挙長及び同職務代理者について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における選挙長及び同

職務代理者は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条に

おいて準用する公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８１条の規定に基

づき、次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

 

職 名 住   所 氏  名 

選 挙 長 省 略 富原 盛一 

職務代理者 省 略 新垣 宗永 

 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５７号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

投票管理者及び同職務代理者について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における投票管理者及

び同職務代理者は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１

条において準用する公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２５条の規定

に基づき、次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 
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職 名 住   所 氏  名 

投票管理者 省 略 金城 弘輝 

職務代理者 省 略 新垣 宗永 

 

 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第５８号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

掲 示 済 

 

期日前投票管理者及び同職務代理者について 
 

平成１７年９月２５日執行の那覇市農業委員会委員選挙における期日前投票管

理者及び同職務代理者は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第１１条において準用する公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２５条

の規定に基づき、次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

 

職 名 住   所 氏  名 

期日前投票管理者 省 略 金城 弘輝 

職 務 代 理 者 省 略 新垣 宗永 
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那覇市選挙管理委員会告示第６０号 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 ２ ０ 日 

掲 示 済 

 

選挙会の日時の変更について 
 

選挙会の日時及び場所について（平成１７年９月１８日那覇市選挙管理委員会告

示第５４号）の一部を次のように改正する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

 

新 日時 平成１７年９月２６日（月）午前９時３０分 

旧 日時 平成１７年９月２５日（日）午後４時 
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